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物件番号    0042

札参加者ご目身において、現地及て
売買契約書の添付書類となります。

長野県大町市平字大道端 2010-21 外 2筆

3,66119ぶ

条・第 108条 森林法第 10条の 7の 2及び第 10条の8(所有者となった旨の届出及び伐採の届出)

土壊汚染対策法第4条 (届出) 長野県自然環境保全条例 長野県土砂等の盛土等の規制に関する条例
大町市開発指導要綱 日向山高原開発自然保護協定

施 設 整 備 状 況

。本地の前面遭路は、私遭であり持分はないため、使用及び掘 Hllする場合は、道路所有者の同意が必要である。
・ 本地の前面道路は、指定幅員が50mの位置指定道路であるが、現況幅員は約60mと なっている。
。上水道及び排水は、前面道路に関電不動産開発 (株)が所有管理している私設管が配管されているが、放流する場合
は所有者の同意が必要である。
・宅地造成及び特定盛土等規制法の区域指定については、大町市に確認ください。
。本地は、立地適正化計画における居住誘導区域及び都市機能誘導区域外のため、本地で一定規模以上の開発、建築
ラ為、及び一定規模以上の誘導施設の開発、建築行為を行う場合には大町市に届出が必要である。
・本地は、大町市ハザードマップにおいて、浸水想定区域に該当していない。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項

。本地は、長野県自然保護条例 (現 :長野県自然環境保全条例)に基づき、関電産業 (株)(現 :関電不動産開発
(株))と長野県及び大町市との間において、自然保護協定が締結されている。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項
及び資料の閲覧」参照。)また、関電不動産開発 {株)の定める「別荘概要、建築等規制事項」及び「党書」の締結に
よる制限を受ける。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の関覧」参照。)なお、主な制限は次のとおりで
ある。
(D建築物の用途  12)敷地面積の最低限度は1000平方メートル 13)建ぺい率20%以下、容積率40%以下 14)建 築物

以下及び高さは8m以下 6)壁面の後退距離等
・本地は、「日向山高原別荘地」内に所在するため、日向山高原別荘管理規約に基づき、管理費等の支払いが必要と

る。 (詳細は、入札案内書「18 特約条項及び資料の関覧」参照。)

・本地は、「日向山高原温泉供給規程」に基づき、関電不動産開発 (t村 と温泉供給契約を締結することにより、温泉
能であり、給湯契約金及び温泉使用料が必要となる。 (詳細は、入本L案内書「18 特約条項及び資料の関

法令に基 く諸条件についての調査確目を行つてください。なお、物件調書は、

書

L量I売却価格  _5,440,000円  |
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長野県大町市平字大道端201021外2筆

凡 例

P//////M売払物件

※ 現在の周辺状況と異なる場合があります。
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長野県大町市平字大道端201021外2筆

単位 :メ ー トル
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擁壁 (上留 )

T 法 地

樹 木

単位 :メ ー トル

物件番号    0042

※ 工作物や樹木の越境等については、極力概要図に記載しておりますが、現況と相違している場合、現況が優先します。
物件は、現状有姿の引渡しとなりますので、必ず入札参加者ご自身において現地等の調査確認を行つてください。
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